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【空間・要素２】 敷地内（戸建住宅） 

 

2－1 全般事項 

戸建敷地Ａ：敷地内（全般） 

戸建敷地Ａ：敷地内への不審者の侵入を防止する対策を講じる 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 不審者の敷地内への侵入を防止するため、次のような防犯対策を講じる。 

ⅰ）玄関の外には、玄関灯を設置し、防犯上有効な明るさ（照度）を確保する。玄関及び勝手口の

照明設備は、周辺床面 2 メートル先において、3 ルクス以上の平均水平面照度を確保することが

望ましい。 

ⅱ）敷地内は、死角が生じないプランニングとし、監視の目が行き届くようにする。 

ⅲ）監視の目を補完するため、防犯カメラやセンサーライトを設置する。 

ⅳ）敷地周囲に塀を設ける場合は、外部からも敷地内での人の行動を見通せる高さや構造（縦格子

や透視可能なフェンス、生け垣等）のものとする。また、塀は住宅の窓やバルコニー等への侵入

の足場とならない構造のものとする。 

 

2－2 空間・機能別事項 

戸建敷地Ｂ：玄関アプローチ 

戸建敷地Ｂ①：床面は滑りにくい仕上げとする 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ 小さな子どもや妊婦等の転倒による事故を防止するため、玄関から道路に至るアプローチ部分の

床面は、歩きやすく透水性に優れた舗装とし、表面は雨に濡れても滑りにくい仕上げ（粗面とす

る、又はすべり抵抗値の高い材料を使用する等）とする。 

○ スロープ部分の床面の仕上げは、特に防滑性に配慮する。 

戸建敷地Ｂ②：ベビーカーで利用しやすい屋外通路等の動線空間とする 

テーマ(44) 住戸内移動や外出移動をしやすくする 【乳児期～幼児後期】 

○ ベビーカーや子どもを連れての外出移動が安全で快適にできるよう、玄関アプローチ部分は段差

のない構造とする。 

○ やむを得ず段差が生じる場合は、次のような構造のスロープを設置（併設）する。 

ⅰ）勾配が 1/12 以下（高低差が 80mm 以下の場合にあっては 1/8 以下）とする。 

ⅱ）スロープの前後には、ベビーカーを安全に停止できる平坦な部分を確保する。 

 

 
［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用廊下に関する評価基準において等級 2 以上 
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戸建敷地Ｃ：庭 

戸建敷地Ｃ：土いじりや水遊び等ができる庭を確保する 

テーマ(25) 土や水に触れられる環境を確保する 【乳児期～小学生高学年】 

○ 土いじりや水遊び等ができる庭を設ける。 

○ 庭には手洗いできる水栓を設ける（写真Ⅱ.55）。 

 

 

 

 

 

戸建敷地Ｄ：カーポート 

戸建敷地Ｄ①：雨の日でも車に乗降しやすい工夫をする 

テーマ(45) 子どもを連れて車で外出しやすいようにする 【乳児期～幼児後期】 

○ カーポートは、雨の日でも濡れずに（傘をささずに）車に乗り降りできるよう、屋根を設ける。 

戸建敷地Ｄ②：子どもをベビーカーから車に乗降させやすい広さの駐車区画とする 

テーマ(45) 子どもを連れて車で外出しやすいようにする 【乳児期～幼児後期】 

○ カーポートには自動車のドアが十分に開けられ、また、子どもをベビーカーから車に乗せられる

（又は車からベビーカーに降ろせる）スペースを確保する。 

 

戸建敷地Ｅ：宅配ボックス 

専用Ｅ：玄関又は門扉付近に宅配ボックスを設置する 

テーマ(47)  外出時等に荷物の受け取りができる設備を設ける 【全般】 

○ 玄関又は門扉付近に宅配ボックスを設置する。 

○ 設置にあたっては、できる限り雨がかからない場所に設置し、雨がかかり部に設置せざるをえな

い場合は防水タイプとする。また、屋外の設置となるため、防塵タイプとする。 

  

写真Ⅱ.55  

屋外に設置された手洗い水栓 
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【空間・要素３】 共用部分・敷地内（共同住宅） 

 

3－1 共用部分の空間・機能別事項 

共用Ａ：エントランス・エントランスホール 

共用Ａ①：エントランスアプローチの床面は滑りにくい仕上げとする 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ 小さな子どもや妊婦等の転倒による事故を防止するため、エントランスのアプローチ部分の床面

は、歩きやすく透水性に優れた舗装とし、表面は雨に濡れても滑りにくい仕上げ（粗面とする、

又はすべり抵抗値の高い材料を使用する等）とする。 

○ スロープ部分の床面の仕上げは、特に防滑性に配慮する。 

共用Ａ②：ベビーカーで利用しやすい屋外通路等の動線空間とする 

テーマ(44) 住戸内移動や外出移動をしやすくする 【乳児期～幼児後期】 

○ ベビーカーでの移動や子どもを連れての外出移動が安

全で快適にできるよう、エントランスのアプローチ部分

は段差のない構造とする。 

○ 段差が生じる場合は、次のような構造のスロープを設置

（併設）する（写真Ⅱ.56、写真Ⅱ.57）。 

ⅰ）勾配が 1/12 以下（高低差が 80mm 以下の場合にあっ

ては 1/8 以下）とする。 

ⅱ）スロープの前後には、ベビーカーを安全に停止できる

平坦な部分を確保する。 

 

 

 

 

 

共用Ａ③：面積の大きい透明なガラス面は視認性を高め、安全性に配慮したガラスを使用する 

テーマ(1) 衝突による事故を防止する 【幼児前期～幼児後期】 

○ エントランスホールなどにある表面が大きな透明なガラス面は、小さな子どもがガラス面である

と認識できず（開放された出入り口と勘違いし）、衝突する事故が生じる危険性があるため、次

のような対策を講じる。 

ⅰ）子どもの目の高さ部分に色を入れる、マークを付けるなど、ガラスであることの視認性を高め

る。 

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用廊下に関する評価基準において等級 2 以上 

写真Ⅱ.56（右上）、写真Ⅱ.57（右下）  

ベビーカーでの移動にも配慮された住棟

エントランスに設置されたスロープ 
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ⅱ）万一衝突した際にも割れにくい（ガラスが万一割れても破片が体に突き刺ささることのない）

安全に配慮されたガラスを使用する。 

共用Ａ④：エントランスホールの床面は滑りにくい仕上げとする 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ エントランスホールの床の床面は、雨に濡れても滑りにくい仕上げ（すべり抵抗値の高い材料の

使用等）とする。 

共用Ａ⑤：エントランスホールは不審者が侵入しにくい構造とする 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 不審者の侵入を防止するため、エントランスホールには次

のような防犯対策を講じる。 

ⅰ）エントランスドアを設ける場合は、扉の内外を相互に見

通せる構造とし、オートロック式の自動ドアとすることが

望ましい（写真Ⅱ.58）。 

ⅱ）エントランスホールは、ガラス面の窓をつけるなど、外

部からホール内の様子を見通せる構造とする（写真Ⅱ.59）。 

ⅲ）人の目による監視として、エントランス付近に常駐の管

理人（管理人室）を配置する（写真Ⅱ.60）。また、エント

ランス・エントランスホールや共用メールコーナーは、管

理事務室や道路等からの見通しが確保できる位置に配置

する。 

ⅳ）見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の

見通しを補完する対策を実施することが望ましい。 

ⅴ）エントランスホールや共用メールコーナーは、人の顔や

行動を確認できる明るさ（照度）を確保する。 

○ メインエントランス以外の共用出入り口もオートロック

とし、自動施錠機能付きドアとすることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜防犯に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省）  

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね 50 ルクス以上、その外側の床面におい

て概ね 20 ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。 

・共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね 50 ルクス以上の平均水平面照度を確

保することができるものとする。 

写真Ⅱ.58 注 1） 

オートロック式の自動エントランスドア  

写真Ⅱ.59 注 1） 

外部からの見通しが確保された 

エントランスホール 

写真Ⅱ.60 注 1） 

エントランス脇に設置された管理人室  

注 1）本写真は、子育て世帯向けの住宅の事例ではなく、防犯に配慮し

た構造や設備等を有する範となるものを「防犯モデル共同住宅」

として登録する制度を有する自治体における登録住宅の事例であ

る。参考文献 1）に掲載されているものを転載している。 

参考文献 1）長谷川洋、塩路安紀子、岡村七月、山本久美子 編著「住ま

いから始める地域・まちづくり 2008」、豊かな住まいまちづくり

推進会議、公共住宅事業者等連絡協議会発行、2008 年 7 月 
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共用Ａ⑥：エントランスの自動ドアの避難時の安全性を確保する 

テーマ(13) 災害時の避難経路の安全を確保する 【全般】 

○ エントランスドアが自動ドアの場合は、災害時には火災・地震感知器と連動して自動解錠・自動

開放される機能が付いたものとする。 

共用Ａ⑦：エントランスホールに交流スペースを設ける 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ エントランスホールやその付近には、住民どうしがおしゃべりなどの交流をできるスペースを確

保する。 

○ 住宅の規模や住棟タイプに応じて、エントランスホールにソファーセットの設置（写真Ⅱ.61）、

エントランス付近にベンチの設置（写真Ⅱ.62）、イスを自由に並べて交流できるスペースの確保

（写真Ⅱ.63）など、多様な交流スペースの確保が考えられる。 

○ また、規模（住戸数）の大きな共同住宅などでは、エントランスホールやロビー等には、子ども

仕様の共用トイレ、おむつ替えや授乳のためのスペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用Ａ⑧：エントランスドアは容易に開閉して通過できるものとする 

テーマ(44) 住戸内移動や外出移動をしやすくする 【乳児期～幼児後期】 

○ エントランスのドアは、自動ドアとするなど、ベビーカーや子どもを抱いている場合などでも、

容易に開閉して通過できるものとする。 

 

共用Ｂ：エレベーター・エレベーターホール 

共用Ｂ①：エレベーターを設置する 

テーマ(44) 住戸内移動や外出移動をしやすくする 【乳児期～幼児後期】 

○ 地上 3 階建て以上（住戸玄関が 3 階以上の階にある場合をいう。）の共同住宅には、エレベータ

ーを設置する。 

○ エレベーターのボタン（操作盤）は、子どもでも操作がしやすい高さに設置する。また、ベビー

カー等での乗り降りのため、挟まれ事故の防止のための機能や開延長できる機能を有するものを

採用する。 

写真Ⅱ.63  

共用部分に設置された交流スペース。

収納庫内のイスを自由に並べて交流で

きる 

写真Ⅱ.62  

住棟入り口に設けられた大人から

ベンチ。子どもが座って交流でき

るよう、高さに変化を付けている 

 

写真Ⅱ.61  

マンションのエントランスホールの

交流スペース。庭に面してソファー

を設置 
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○ エレベーターが設置されていない 2 階建て以下の共同住宅では、エントランス付近に住戸数に応

じたベビーカーを収納できる適切なスペースを確保する。 

共用Ｂ②：エレベーターは防犯性の高いものとする 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ エレベーター・エレベーターホールは、次のような防犯対

策を講じる。 

ⅰ）エレベーターは、ドアにかご内を見渡せる窓付きのもの

を採用する。 

ⅱ）エレベーターのかご内には防犯カメラを設置し、1 階の

エレベーターホールにかご内の様子が分かるモニターを

設置する（写真Ⅱ.64）。 

ⅲ）かご内及びエレベーターホールには、現在位置を表示で

きる装置がついたものを採用する。 

ⅳ）エレベーターホールは、エントランスホールや管理人室

からの見通しが良く、監視の目が行き届く位置に設ける。

見通しが確保できない場合は、防犯カメラを設置すること

が望ましい。 

ⅴ）エレベーターは、非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡又

は吹鳴する装置が設置されたものとする。 

ⅵ）エレベーターホール、エレベーターのかご内は人の顔や行動が確認できる明るさを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用Ｂ③：エレベーターの災害時の安全性を確保する 

テーマ(13) 災害時の避難経路の安全を確保する 【全般】 

○ エレベーターには地震時管制運転装置を設置する。また、非常時に外部に連絡できる装置が設置

されたものとする。 

共用Ｂ④：エレベーターホールに交流スペースを設ける 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 2 階以上のエレベーターホールに、住民どうしがおしゃべり等のできるベンチを設置する。 

 

＜防犯に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省）  

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね 50 ルクス以上

の平均水平面照度を確保することができるものとする。 

・その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね 20 ルクス以上の平均水

平面照度を確保することができるものとする。 

・エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね 50 ルクス以上の平均水平面照度を

確保することができるものとする。 

写真Ⅱ.64  

エレベーターホールに設置されたエレ

ベーターかご内の様子を把握できるモ

ニター 
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共用Ｃ：共用廊下 

共用Ｃ①：共用廊下等の動線上に各専用部分のドアが突出しないようにする 

テーマ(1) 衝突による事故を防止する  

【幼児前期～幼児後期】 

○ 玄関ドアを開けた際に、共用廊下を歩行中の子どもや妊婦

等との衝突事故を防止するため、各専用部分の玄関前にア

ルコーブを設置する（写真Ⅱ.65）など、各専用部分の玄関

ドアを開いても、共用廊下にドアが突出しないようにする。 

共用Ｃ②：子ども等の使いやすい高さに手すりを設置する 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する  

【幼児前期～幼児後期】 

○ 共用廊下の安全な歩行のために設置される手すりは、子ど

もの使いやすさにも配慮し、次のようなものとする。 

ⅰ）手すりの高さは、床面からの高さが 700mm から 900mm 

の位置とする（写真Ⅱ.66）。 

ⅱ）大人用と子ども用の 2 段手すりを設置する場合は、床面

からの高さが上段は 850 ㎜程度、下段は 650 ㎜程度の位

置とする。 

共用Ｃ③：床面は滑りにくい仕上げとする 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ 小さな子どもや妊婦等の転倒による事故を防止するため、共用廊下の床の床面は、雨に濡れても

滑りにくい仕上げ（すべり抵抗値の高い材料の使用等）とする。 

○ また、共用廊下にスロープが設けられている場合は、スロープ部分の床面の仕上げは、特に防滑

性に配慮すること。 

共用Ｃ④：足元が視認できる明るさを確保する 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ 足元をはっきり認識できる明るさ（照度）を確保できる位置や角度に設置する。 

○ また、防犯面でも効果的な明るさを確保する。 

 

 

 

 

共用Ｃ⑤：手すりは転落の防止に効果的な構造とする（直接外気部に開放されている場合） 

テーマ(3) 転落による事故を防止する 【幼児前期～小学生低学年】 

○ 子どもの転落を防止するために共用廊下（直接外気部に開放されているものに限る。）に設置さ

れる手すりは、次のような構造のものとする。 

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・共用廊下の照明設備は、床面において概ね 20 ルクス以上の平均水平面照度を確保すること

ができるものとする。 

写真Ⅱ.65 アルコーブが設置された玄関前 

写真Ⅱ.66  

子どもの使いやすさに配慮した高さに

設置された手すり 
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ⅰ）手すりの形状は、足がかりがなく、子どもが容易によじ登れない形状とする。 

ⅱ）腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分（以下「腰壁等」という。）が生じる場合は、次

の高さに達する手すりを設ける（写真Ⅱ.59）。 

ア）腰壁等の高さが 650mm 以上 1,100mm 未満の場合は床面から 1,100mm 以上の高さになる

ように設ける。 

イ）腰壁等の高さが 650mm 未満の場合は、腰壁等から 1,100mm 以上の高さになるように設け

る。 

ⅲ) 転落防止のための手すり子で床面及び腰壁等（腰壁等の高さが 650mm 未満の場合に限る。）

からの高さが 800mm 以内の部分に存するものの相互の間隔は、子どもの頭が入らないよう、内

法寸法で 110 ㎜以下とする。 

 

 

 

○ また、子ども（幼児等）のよじ登りを防ぐために、手すりの上部を内側に折れ曲がって傾斜した

構造とすることや、手すり上部の笠木を子どもの手のひらよりも大きい径の円筒形とすることな

どが効果的と考えられる。 

共用Ｃ⑥：ベビーカーで利用しやすい共用廊下等の動線空間とする 

テーマ(44) 住戸内移動や外出移動をしやすくする 【乳児期～幼児後期】 

○ ベビーカーでの移動や子どもを連れての外出が快適にできるよう、共用廊下は段差のない構造と

する。 

○ やむを得ず段差部分が生じる場合は、次のような構造のスロープを設置（併設）する。 

ⅰ）勾配が 1/12 以下（高低差が 80mm 以下の場合にあっては 1/8 以下）とする。 

ⅱ）スロープの前後には、ベビーカーを安全に停止できる平坦な部分を確保する。 

○ 共用廊下の幅員は、ベビーカーがすれ違える幅員として、1,200 ㎜以上を確保する。 

 

 

 

 

共用Ｄ：共用階段 

共用Ｄ①：安全に昇降できる構造とする 

テーマ(3) 転落による事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】 

○ 共用階段は子どもだけでなく、足元が見えにくい妊婦、乳児を抱っこ・おんぶした親や祖父母等

も利用することがあるため、安全に昇降できる勾配となるように配慮し、踏面及びけあげの寸法

は次のとおりとすることが考えられる。 

ⅰ）踏面は 240mm 以上とし、かつ、けあげの寸法の 2 倍と踏面の寸法の和は 550mm 以上 650mm 

以下とする。 

ⅱ) 蹴込みは 30mm 以下とする。 

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用廊下に関する評価基準において等級 4 以上 

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用廊下に関する評価基準において等級 3 以上 
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○ また、蹴込み板を設置し、段鼻を蹴込み板から突出さ

せない。 

○ さらに、共用廊下の歩行者との衝突等を防ぐため、次

のような構造とする（写真Ⅱ.67）。 

ⅰ）階段の最上段の通路等への食い込みを避ける。 

ⅱ）階段の最下段の通路等への突出を避ける。 

○ なお、万一の転落時への備えや歩行の安全等に配慮

し、踊り場のある折れ階段とすることが望ましい。 

 

 

 

共用Ｄ②：子ども等の使いやすい高さに手すりを設置する 

テーマ(3) 転落による事故を防止する 【幼児前期～小学生低学年】 

○ 階段の安全な昇降のために設置される手すりは、子どもの

使いやすさにも配慮し、次のようなものとする。 

ⅰ）手すりの高さは、踏面の先端からの高さが 700mm か

ら 900mm の位置とする。 

ⅱ）大人用と子ども用の 2 段手すりを設置する場合は、床

面からの高さが上段は 850 ㎜程度、下段は 650 ㎜程度

の位置とする（写真Ⅱ.68）。 

ⅲ）手すりは、踊り場にも連続して設置する。 

 

 

 

共用Ｄ③：踏面に滑り防止の部材を設置する 

テーマ(3) 転落による事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】 

○ 踏面に滑り防止のための部材を設ける。当該部材は踏面と同一面となるように配慮する。 

共用Ｄ④：段差を認識しやすい照明を設置する 

テーマ(3) 転落による事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】 

○ 共用階段の段差がある部分の照明は、段差をはっきり認識できる明るさ（照度）を確保できる位

置や角度に設置する。 

○ 補助照明として足元灯を設置することも有効である。 

○ また、防犯面でも効果的な明るさを確保する。 

 

 

 

 

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用階段に関する評価基準において等級 2 以上 

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用階段に関する評価基準において等級 3 以上 

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・共用階段の照明設備は、床面において概ね 20 ルクス以上の平均水平面照度を確保すること

ができるものとする。 

写真Ⅱ.68  

子ども用手すりが設置された 2 段手す

りのスロープ 

写真Ⅱ.67  

共用階段と共用廊下の歩行者どうしの衝突防止

に配慮された階段（階段最上段の共用廊下への

食い込み、最下段の共用廊下への突出の防止） 
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共用Ｄ⑤：手すりは転落の防止に効果的な構造とする（直接外気部に開放されている場合） 

テーマ(3) 転落による事故を防止する 【幼児前期～小学生低学年】 

○ 子どもの転落を防止するために共用階段（直接外気部に開放されているものに限る。）に設置さ

れる手すりは、次のような構造のものとする。 

ⅰ）手すりの形状は、足がかりがなく、子どもが容易によじ登れない形状とする。 

ⅱ）腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分（以下「腰壁等」という。）が生じる場合は、次

の高さに達する手すりを設ける。 

ア）腰壁等の高さが 650mm 以上 1,100mm 未満の場合は踏面の先端から 1,100mm 以上の高さ

になるように設ける。 

イ）腰壁等の高さが 650mm 未満の場合は、腰壁等から 1,100mm 以上の高さになるように設け

る。 

ⅲ) 転落防止のための手すり子で踏面の先端及び腰壁等（腰壁等の高さが 650mm 未満の場合に限

る。）からの高さが 800mm 以内の部分に存するものの相互の間隔は、子どもの頭が入らないよ

う、内法寸法で 110mm 以下とする。 

 

 

 

共用Ｄ⑥：屋外に設置される共用階段は不審者が侵入しにくい構造とする 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、次のような防犯対策を講じる。 

ⅰ）住棟外部から見通しが確保された配置又は構造とする。 

ⅱ）道路等からの見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を

実施する。 

ⅲ）屋外に設置される避難階段等の出入り口には防犯扉を設ける。オートロックシステムを導入す

る場合には、自動施錠機能付き扉を設置する。 

 

共用Ｅ：キッズルーム・集会室 

共用Ｅ：キッズルームや集会室を設置する 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 子どもと親が利用できるキッズルームや多目的の集会室

を設置する（周辺に同等の施設がある場合はこの限りでは

ない）（写真Ⅱ.69、写真Ⅱ.70）。 

［安全性の確保］ 

○ キッズルームや集会室は、住戸内と同様、衝突や転倒によ

る事故防止、ドアや窓による指つめの防止等の安全対策を

講じる。 

ⅰ）壁の出隅、柱、造り付け家具の角などは丸い形状に加工

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用階段に関する評価基準において等級 2 以上 

写真Ⅱ.69  

マンション内に設置された遊具の置

かれたキッズルーム。 
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（R 加工）をする。 

ⅱ）ドアは引き戸とする、又は開き戸の場合はドアストッパ

ー・ドアクローザー等を備えた、開閉による衝突が生じに

くいものを採用する。 

ⅲ）ドアや窓は指つめ・指はさみを防止する構造としたもの

とする。 

ⅳ）面積の大きい透明なガラス面は視認性と安全性を高める。 

ⅴ）床は段差のない構造とする。 

ⅵ）床は滑りにくい仕上げ材やクッション性のある仕上げ材

を採用する。 

ⅶ）コンセントは子どもの手の届きにくい位置に設置し、感

電防止対策をする。  

ⅷ）大人用に加え、小児・幼児用の AED（自動体外式除細動

器）を設ける。 

［その他の機能の確保］ 

○ その他、次のような機能を備えることが望ましい。 

ⅰ）多人数で利用できるキッチン（離乳食講座の開催やレク

リエーションのお菓子作りなど）を設ける。キッチンには、

小さな子どもが近づけないように、チャイルドフェンス等

を設置できる構造とする（写真Ⅱ.71）。 

ⅱ）テーブル、イス等の団らん、歓談用の備品を設置する。 

ⅲ）子どもが午睡したり、座って遊べたりする畳スペース等

を設ける（写真Ⅱ.72）。 

ⅳ）子ども向けの広くて使いやすいトイレ等を設ける。 

ⅴ）おむつ替えや授乳のためのスペースを設ける 

ⅵ）共用で利用できる絵本や児童書等を置く（写真Ⅱ.73）。 

ⅶ）遊具、玩具や備品等の収納設備を設置する。 

ⅷ）壁の一部は、子ども自由にお絵かきができるよう、黒板

クロスとする（写真Ⅱ.74）。 

  

写真Ⅱ.70  

子どもの遊び場や居住者の交流場所と

して利用できる多目的室 

写真Ⅱ.73  

キッズルーム内の絵本・児童書コーナー 

写真Ⅱ.71  

キッズルーム内のキッチン 

（チャイルドフェンス付き） 

写真Ⅱ.72  

畳スペースを設けたキッズルーム 

（奥には和室もある） 

写真Ⅱ.74  

壁の一部に設けた黒板。自由にお

絵かきができる 
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○ また、キッズルームや集会室では、子育て

世帯の交流イベントを開催するとともに、

行政と連携して、地域の子育て情報や子育

て相談等のサービスが定期的に提供され

ることが望ましい（写真Ⅱ.75、写真Ⅱ.76）。 

［キッズルームの位置］ 

○ キッズルームは、親子が自然に集うよう

になる場所に設ける。エントランスホー

ルやエレベーターホールに面して配置

し、ドアは中の様子が伺い知ることがで

きる構造とすることが望ましい。 

 

 

共用Ｆ：トランクルーム 

共用Ｆ：トランクルームを設置する 

テーマ(39) 収納スペースの広さと使いやすさを確保する 【全般】 

○ 専用部分の収納スペースを補完するため、共用部分に、季

節品や子どもが成長して使わなくなったリサイクル品な

どを保管できるトランクルームを設置する（写真Ⅱ.77）。 

 

 

 

 

 

共用Ｇ：ゲストルーム 

共用Ｇ：共用部分にゲストルームを設ける 

テーマ(29)  祖父母等と交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生低学年】 

○ 共同住宅の場合などで、専用部分に祖父母や友人家族等が

遊びに来たときの宿泊部屋（スペース）を確保できない場

合は、共用部分にゲストルームを設ける（写真Ⅱ.78）。 

 

 

 

写真Ⅱ.77  

季節品や冬用タイヤ等を保管できる

屋外に設置されたトランクルーム 

写真Ⅱ.78  

ゲストルーム（洗面所・トイレのみ設置） 

写真Ⅱ.75 

キッズルーム内の壁に掲示

されたイベント情報 

写真Ⅱ.76 

行政と連携したキッズルーム

での地域の子育て情報の提供 
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共用Ｈ：機械室等 

共用Ｈ：機械室・受水槽・屋上等への子どもの進入を防止する 

テーマ(5) 危険な場所への進入や閉じ込みを防止する 【幼児前期～小学生低学年】 

○ 機械室や受水槽等に進入しないよう、フェンスの設置、入口に鍵を設置し、常時施錠する。 

○ 屋上への出入り口は、子どもが容易に開けられないよう、鍵を設置し、常時施錠する。 

 

共用Ｉ：防災備蓄庫等 

共用Ｉ：防災備蓄庫を設置する 

テーマ(14) 災害発生後の避難生活に備える 【全般】 

○ 災害時の日常の生活物資の不足に備え、防災備蓄庫を設置し、子どもの紙オムツ・粉ミルク・ほ

乳瓶のほか、非常食・飲料水等を備蓄する（最低 3 日分から 1 週間分程度を備蓄することが望ま

しい）。 

○ また、給排水設備の損傷や停電・断水等に備え、非常用電源（発電機、コードリール）、ウォータ

ータンク、浄水器、マンホールトイレ、トイレ処理セット等を備蓄しておくことが望ましい。 

 

共用Ｊ：コワーキングスペース 

共用Ｊ：コワーキングスペースを設置する 

テーマ(53)  テレワークに対応した環境を整備する 【全般】 

○ 共同住宅の場合で、専用部分にテレワークスペースを確保

できない場合は、共用部分にコワーキングスペースを設け

ることが考えられる。 

○ コワーキングスペースは、ブースに区画された執務スペー

スを備えるとともに、間仕切り区分されたオンライン会議

スペースや打合せスペース等を備えることが望ましい（写

真Ⅱ.79、写真Ⅱ.80）。 

○ また、通信環境やコンセントの数など設備を充実させるこ

とが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

写真Ⅱ.79  

コワーキングスペースの各ブース 

写真Ⅱ.80  

コワーキングスペースとは別室に 

設けられたオンライン会議スペース 
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共用Ｋ：宅配ボックス 

共用Ｋ：共用エントランス付近に宅配ボックスを設置する 

テーマ(47)  外出時等に荷物の受け取りができる設備を設ける 【全般】 

○ 共同住宅のエントランス付近やメールボックス付近に、集

合住宅用宅配ボックスを設置する。 

○ 設置にあたっては、次のような点に配慮する。 

ⅰ）共同住宅でオートロックドアの場合は、防犯性を維持す

るよう、メールボックスと一体となった前入後出対応型

（オートロックドアの外部から荷物を入れ、内部のエン

トランスから荷物を取り出せるタイプ）とすることが望

ましい（写真Ⅱ.81、写真Ⅱ.82、写真Ⅱ.83）。 

ⅱ）オートロックでない場合等でエントランス内に設置する

場合は、管理人室からの視認性が確保された位置に設ける。 

ⅲ）階段室型の共同住宅では、自立式のユニットタイプとし、メールボックス付近に設置する。で

きる限り雨がかからない場所に設置することとし、雨がかかり部に設置せざるをえない場合は

防水タイプとする。また、外気に面して設置する場合は防塵タイプとする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真Ⅱ.81  

正面右側がエントランスドア・左側は

宅配ボックスの前入口に至る 

写真Ⅱ.82  

写真Ⅱ.81 の宅配ボックス及びメールボッ

クスの前入口スペース（住棟外部） 

写真Ⅱ.83  

エントランスホール内のメールボックス

と宅配ボックスの取り出し口スペース 
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3－2 敷地内の全般事項 

共同敷地Ａ：敷地内（全般） 

共同敷地Ａ①：敷地内への不審者の侵入を防止する対策を講じる 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 不審者の侵入を防止するため、次のような防犯対策を講じる。 

ⅰ）敷地内は、死角が生じないようなプランニングに配慮し、監視の目が行き届くようにする。 

ⅱ）監視の目を補完するため、防犯カメラやセンサーライトを設置する。 

ⅲ）敷地内の各所には屋外灯を設置するなど、防犯上有効な明るさを確保する。 

ⅳ）塀を設ける場合は、死角を生まず、人の行動を見通せる高さや構造（透視可能なフェンス、生

け垣等）とする。 

○ 建物の敷地が地域に開放されているなどにより上記の防犯対策を講じることが難しい場合は、子

どもの安全を見守るコミュニティの醸成のため、居住者や地域住民の交流の機会提供の活動等が

行われていること。 

共同敷地Ａ②：落下物による危険が生じにくい計画とする 

テーマ(9) 落下物による危険を防止する 【全般】 

○ 窓、開放廊下、開放階段の直下に敷地内の通路、出入り口がこないよう、住宅計画や配置計画に

おいて配慮する。 

共同敷地Ａ③：落下物防御フェンスの設置や建物と道路・通路との間に離隔距離を確保する 

テーマ(9) 落下物による危険を防止する 【全般】 

○ 窓、開放廊下や階段の直下に道路、通路、出入り口がある場合は、次のような、落下物が歩行者

に危険を及ぼさないような措置を講じる。 

ⅰ）落下物防御のフェンスやネットを設ける。 

ⅱ）建物と道路・敷地内通路との間に空地を設けるなど、一定の離隔距離を確保する。 
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3－3 敷地内の空間・機能別事項 

共同敷地Ｂ：プレイロット・菜園・広場等 

共同敷地Ｂ①：プレイロットや緑地等を設ける 

テーマ(25) 土や水に触れられる環境を確保する 

【乳児期～小学生高学年】 

○ 敷地内に土いじりや水遊びができるプレイロットや緑地、

貸し菜園スペース等を設ける（写真Ⅱ.84、写真Ⅱ.85、写真

Ⅱ.86、写真Ⅱ.87）。（ただし、周辺に同等の施設がある場合

はこの限りではない。） 

○ なお、外形的にプレイロット等の形状となっていない場合

であっても、子どもが安心して遊べる敷地内空間となって

いる場合は代替できるものとする（写真Ⅱ.88）。 

○ プレイロットは、次のような機能を有するものとする。 

ⅰ）遊具は、幼児や小学生など多様な年齢の子どもにとっ

て魅力的である一方で、安全性に配慮されている。 

ⅱ）砂場や砂場遊びなどで汚れた手などの洗い場が設けら

れている（写真Ⅱ.89）。 

ⅲ）ベンチやパーゴラ等の緑陰スペースが設けられている。 

ⅳ）植栽や花壇等により緑化が推進されている。 

ⅴ）共用倉庫、トイレの設置等も必要に応じて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

共同敷地Ｂ②：プレイロット等の防犯安全性を確保する 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 子どもの防犯安全性を高めるため、プレイロット等は、住棟のアプローチやエントランス、管理

人室、住戸専用部分内等の周囲からの見通しが確保された位置に設ける（写真Ⅱ.90、写真Ⅱ.91）。 

○ 周囲の植栽は、茂みで監視の見通しを妨げないように樹種の選定や維持管理にも配慮する。 

○ また、照明設備等を設置し、人の顔や行動を確認できる明るさを確保する。 

○ なお、子どもを見守るコミュニティを育むとともに、監視の目を補完するために防犯カメラが設

置されていることが望ましい。 

写真Ⅱ.88 領域性が高く、子どもが

安心して遊べる敷地内 

写真Ⅱ.89  

住棟入口に設けられた手洗い場 

写真Ⅱ.84  

敷地内の砂場公園。奥にはバーベキュ

ー設備がある（写真Ⅱ.85） 

写真Ⅱ.87  

敷地内に設けられた緑地。小川や散

策道も設けられている 

写真Ⅱ.86  

敷地内に設けられたアスレチックも

でる緑地公園 

写真Ⅱ.85 

居住者の交

流のための

バーベキュ

ー設備 
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共同敷地Ｂ③：子どもの遊び場は車動線と交わらないようにする 

テーマ(10) 敷地内での自動車事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】  

○ 敷地内での自動車との接触事故等を防止するため、子どもの遊び場となるスペースは、車動線と

交わらない位置に設ける。 

共同敷地Ｂ④：広場等に災害時の防災設備を確保する 

テーマ (14) 災害発生後の避難生活に備える 【全般】 

○ 大規模な共同住宅の場合など、大規模災害時に当該住宅が

地区の防災拠点として機能するよう、敷地内の広場・オー

プンスペース等に防災井戸、かまど兼用トイレ、マンホー

ルトイレ、情報連絡版等を設置しておくことも考えられる

（写真Ⅱ.92）。 

 

 

 

共同敷地Ｃ：歩行者道・敷地内通路 

共同敷地Ｃ①：床面は滑りにくい仕上げとする 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ 歩行者道・敷地内通路の床面は、歩きやすく透水性に優れた舗装とし、表面は雨に濡れても滑

りにくい仕上げ（粗面とする、又はすべり抵抗値の高い材料を使用する等）とする。 

共同敷地Ｃ②：足元が視認できる明るさを確保する 

テーマ(2) 転倒による事故を防止する 【乳児期～幼児後期】 

○ 夜間等でも足元が確認できる明るさを確保する。また、防犯面でも効果的な明るさを確保する。 

 

 

 

（左）写真Ⅱ.90  

敷地入り口から住棟に至るアプロ

ーチ部分に設置され、住棟からの

見通しのも良いプレイロット 

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、地面において概ね 3 ルクス以上の平均水平面照度

を確保することができるものとする。 

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・通路の照明設備は、路面において概ね 3 ルクス以上の平均水平面照度を確保することができ

るものとする。 

写真Ⅱ.92  

共同住宅の敷地内（ポケットパーク）の一

角に整備された防災井戸。非常時には地区

の防災拠点として機能する。 

（右）写真Ⅱ.91  

住棟エントランスの脇に、歩道に

面して設置されたプレイロット 
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共同敷地Ｃ③：歩行者動線は自動車動線と分離し、安全性を確保する 

テーマ(10) 敷地内での自動車事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】 

○ 敷地内での自動車との接触事故等を防止するため、敷地内の歩行者動線と車路・駐車場の動線を

交差させない、歩行者動線と車道が植栽等で明確に分離される配置計画とする（写真Ⅱ.93、写真

Ⅱ.94、写真Ⅱ.95）。 

○ 歩行者動線と自動車動線がやむを得ず交差する場合は、スピードが出ないような道路形状とする

ことや、ハンプの設置等の工夫をする。 

○ 歩行者道・敷地内通路は、歩行者の安全の確保に十分な幅員を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

共同敷地Ｃ④：ベビーカーで利用しやすい屋外通路等の動線空間とする 

テーマ(44) 住戸内移動や外出移動をしやすくする 【乳児期～幼児後期】 

○ ベビーカーでの外出や子どもを連れての外出が快適にできるよう、歩行者道・敷地内通路も段差

がなく、スムーズに移動できるようにする。 

○ 段差部分がある場合は、次のような構造のスロープを設置（併設）する。 

ⅰ）勾配が 1/12 以下（高低差が 80mm 以下の場合にあっては 1/8 以下）とする。 

ⅱ）スロープの前後には、ベビーカーを安全に停止できる平坦な部分を確保する。 

○ 歩行者道・敷地内通路の幅員は、ベビーカーがすれ違える幅員として 1,200 ㎜以上を確保する。 

 

 

 

 

共同敷地Ｄ：自転車置場 

共同敷地Ｄ①：十分な台数の使いやすい自転車置場を設ける 

テーマ(40) 十分な台数と機能の自転車置場を確保する 【幼児後期～中学生】 

○ 地域の移動手段やニーズ、家族人数等を踏まえ、十分な数の自転車置場（駐輪場）を設ける。自

治体において共同住宅における駐輪場の付置義務を設けている場合はその設置基準に基づくが、

各世帯あたり 1.5 台～2 台程度以上の駐輪スペースを確保することが望ましい。 

○ 設置に際しては、背の高いチャイルドシート型電動自転車の駐輪や子どもの使いやすさに配慮し

て、平置き型又はスライドレール型とすることが望ましい（写真Ⅱ.96）。 

［日本住宅性能表示基準・評価方法基準の相当する等級］ 

・［9-2 高齢者等配慮対策（共用部分）］の共用廊下に関する評価基準において等級 4 以上 

写真Ⅱ.95 住棟まわりの歩行者専

用スペースから駐車場への歩行者道

は同じ色彩の仕上げ材を用いている 

写真Ⅱ.84 仕上げの色で視覚的に

も車動線と分離して設けられた歩

行者動線 

写真Ⅱ.93 敷地内の歩行者専用道。

車道とは完全に分離され、子どもが

安心して歩行（遊び）ができる 
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○ 屋外に設置する場合は、雨や風の吹き込みを防ぐため、屋根やサイドパネル等を取り付けた自転

車置場とする（写真Ⅱ.97）。 

○ なお、地域のニーズに合わせて、電動自転車等のシェアサイクル（レンタサイクル）を導入する

ことも考えられる（写真Ⅱ.98）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同敷地Ｄ②：不審者の侵入・接近を防止する対策を講じる 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 自転車置場は、住棟や周囲からの見通しが確保された位置

に設置する。また、監視の目を補完するため、防犯カメラ

（写真Ⅱ.99）やセンサーライトを設置するとともに、防犯

上有効な照度を確保する。 

○ また、チェーン用バーラック、サイクルラックの設置など、

自転車の盗難防止に有効な措置が講じられたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

共同敷地Ｄ③：自転車動線と歩行者動線・自動車動線を区分する 

テーマ(10) 敷地内での自動車事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】 

○ 敷地内での自転車と子どもの接触事故等を防止するため、自転車レーン等を設け、自転車動線と

歩行者動線を明確に区別する。 

○ 自転車と自動車の接触事故等にも配慮し、自転車レーンと車道も明確に区別する。 

  

＜防犯に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省）  

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、床面において概ね 3 ルクス以上の平均水平面照

度を確保することができるものとする。 

 

 

写真Ⅱ.99 注 2） 

自転車置き場への防犯カメラ設置 

（防犯カメラ作動中） 

写真Ⅱ.97  

屋根付きの屋外通臨場 

（平置き・スライドレール型） 

注 2）Ⅱ-40 頁の注 1）と同様、参考文献 1 より転載。 

写真Ⅱ.98  

管理会社が運営するシェアサイクル

（レンタサイクル） 

写真Ⅱ.96  

チャイルドシート型電動自転車にも

対応した屋内の平置き駐車場 
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共同敷地Ｅ：駐車場・車道 

共同敷地Ｅ①：地域のニーズにあった台数の駐車場を設ける 

テーマ(45) 子どもを連れて車で外出しやすいようにする 【乳児期～幼児後期】 

○ 地域の公共交通機関の整備状況や自治体において共同住

宅における駐車場の付置義務を設けている場合はその設

置基準に基づき、必要とされる台数の駐車場を設ける。 

○ 地域のニーズに合わせて、電動自転車等のカーシェアを導

入することも考えられる（写真Ⅱ.100）。 

 

 

共同敷地Ｅ②：子どもをベビーカーから車に乗降させやすい広さの駐車区画とする 

テーマ(45) 子どもを連れて車で外出しやすいようにする 【乳児期～幼児後期】 

○ 駐車場の区画は、自動車のドアが十分に開けられ、また、子どもをベビーカーから車に乗せられ

る（又は車からベビーカーに降ろせる）スペースを確保する。 

共同敷地Ｅ③：雨の日でも車に乗降しやすい工夫をする 

テーマ(45) 子どもを連れて車で外出しやすいようにする 【乳児期～幼児後期】 

○ 子どもを雨に濡らさないでベビーカー等から車に乗り降りできるよう、エントランス前に屋根の

付いた車寄せを設ける。この場合、車寄せまでの車道は速度が出ない工夫をする。 

共同敷地Ｅ④：不審者の侵入・接近を防止する対策を講じる 

テーマ(8)  不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ 駐車場は、住棟や周囲からの見通しが確保された位置に設置する。また、監視の目を補完するた

め、防犯カメラやセンサーライトを設置するとともに、防犯上有効な明るさ（照度）を確保する。 

 

 

 

 

 

共同敷地Ｅ⑤：敷地内の車道はスピードが出ない工夫をし、歩行者の安全を確保する 

テーマ(10) 敷地内での自動車事故を防止する 【乳児期～小学生低学年】 

○ 敷地内での自動車との接触事故等を防止するため、共同住宅の敷地内の歩行者動線と自動車動線

を交差させない配置計画や、歩道と車道が植栽等で明確に分離される配置計画とする。 

○ やむを得ず、歩行者動線と自動車動線が交差する場合は、車道にハンプの設置やスピードが出な

いような道路形状とすることや、歩道と車道の仕上げ材の色を変えるなどの工夫をする。 

○ 敷地内に幼稚園の送迎バスが入ってくる場合は、安全な位置に乗降スペース、子どもや親の待合

スペースを設置する。 

＜防犯に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省）  

＜照度に関する参考＞ 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」（国土交通省） 

・駐車場の照明設備は、床面において概ね 3 ルクス以上の平均水平面照度を確保することがで

きるものとする。 

写真Ⅱ.100  

都心型の共同住宅で導入している 

カーシェア 
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共同敷地Ｆ：ゴミ集積所 

共同敷地Ｆ：不審者の侵入・接近を防止する対策を講じる 

テーマ(8) 不審者の侵入を防止する 【全般】 

○ ゴミ集積所は、管理人室や住棟などの周囲からの見通しが確保された位置であり、かつ、収集に

配慮した位置に設置する（写真Ⅱ.101、写真Ⅱ.102） 

○ また、塀や施錠可能なドア、照明設備等を設置する。 

○ 不審者の侵入を防止する上でも入居後の適切な清掃や維持管理ができるように配慮し、ゴミ集積

所に隣接して水栓等を設置する。 

 
 
 
 
 
 
  

（右）写真Ⅱ.102  

収集しやすい道路に面して設置された

ごみ集積所（施錠できる上屋付き） 

（左）写真Ⅱ.101  

住棟からの見通しも考慮して設置さ

れたごみ集積所（施錠できる蓋付き

の構造） 
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【空間・要素４】 立地環境（戸建住宅・共同住宅） 

 

4－1 子どもの安全の環境 

立地Ａ：交通安全性 

立地Ａ①：住宅前面及び住宅まわりの道路の交通安全性が確保されている 

テーマ(11) 交通安全性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 住宅が交通量の多い幹線道路等に面していない。住宅前面の道路は、通過交通がない生活道路で

あることが望ましい。 

○ 自宅前や周辺に交通量の多い幹線道路等がある場合には、ベビーカーや子どもが安全に利用でき

る、十分な幅員のある歩道が整備されている。 

 

 

 

 

 

○ また、交通量の多い道路にある横断歩道には信号が設置されている。 

立地Ａ②：通学路の交通安全性が確保されている 

テーマ(11) 交通安全性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 通学路は十分な幅員の歩道が整備されている（前掲・道路構造令第 11 条第 3～5 項関係）。 

○ 歩道が整備されていない通学路には、ハンプが設置されている、車道に狭さく部やカーブした部

分があるコミュニティ道路になっているなど、車がスピードを出せないような工夫がされている。 

○ 通学路が交通量の多い道路を横断する場合などは、信号のある横断歩道が設置されている。 

○ また、特に交通安全上危険な道路等は、小学校の登下校の時間帯には車両通行止めに規制される。 

立地Ａ③：地域の交通安全性が確保されている 

テーマ(11) 交通安全性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 「4.2 子育ちの環境」、「4.3 生活の環境」に示している各施設に子どもが安全に移動できるよう、

道路には車がスピードを出せない工夫がされている、交通量の多い道路には十分な幅員のある歩

道が整備されている、横断歩道には子どもが利用しやすい押しボタン式の信号が設置されている

など、地域全体としての高い交通安全性が確保されている。 

  

＜歩道の幅員（道路構造令第 11条第 3～5項関係）＞ 

・歩道の幅員については、歩行者の交通の状況を考慮して、車いす 2 台がすれ違いできる 2.0ｍ

以上を確保すること。 

・歩行者交通量が多い道路は、車いす 2 台に加え、歩行者とベビーカーがすれ違いできる 3.5ｍ

以上を確保すること。 
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立地Ｂ：防犯安全性 

立地Ｂ①：地域に死角になるような場所がなく、人の目などによる見守りがある 

テーマ(12) 防犯性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 「4.2 子育ちの環境」、「4.3 生活の環境」に示している各施設に子どもが安全に移動できるよう、

地域全体として、下記の示すような防犯安全性が確保されている。 

○ 地域に「誰もが入りやすく・誰からも見えにくい」といった犯罪の起こりやすい場所がない。 

○ また、人の目による見守りを補完する下記に示すような環境が確保されているなど、地域全体と

しての高い防犯安全性が確保されている。 

立地Ｂ②：周辺に防犯灯や防犯カメラが設置されている 

テーマ(12) 防犯性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 周辺の道路や通学路には、人の目を補い犯罪抑止に効果的な防

犯カメラが設置されている（写真Ⅱ.103）。 

○ 周辺の道路や通学路には防犯灯が連続的に設置されており、夜

間でも人の行動を確認できる明るさが確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地Ｂ③：警察署やこども 110番の家等が近くに立地している 

テーマ(12) 防犯性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 警察署・駐在所やこども 110 番の家など、犯罪抑止になるような施設やイザという時に子どもが

＜防犯灯の設置＞ 設置間隔 25m～50m、設置高さ 4.5m～5m 程度 

＜防犯灯の照度に関する参考＞ 

［安全・安心まちづくり推進要綱（平成 26 年 8 月 28 日改正・警察庁生活安全局長）］ 

・「人の行動を視認できる」ためには、4ｍ先の人の挙動、姿勢等が識別できることを前提とす

ると、平均水平面照度（地面又は床面における平均照度）がおおむね 3 ルクス以上必要。 

［社団法人日本防犯設備協会 技術標準 SES E 1901］ 

 クラスＡ クラスＢ 

明るさのレベル 4ｍ先の人の顔（目・鼻・口）が

わかる 

4ｍ先の人の顔の向きや挙動姿

勢がわかる 

水平面照度（平均値） 5 ルクス 3 ルクス 

鉛直面照度（最小値） 1 ルクス 0.5 ルクス 

・なお、クラスＡ、クラスＢのどちらの照度（明るさ）のレベルを採用するかは、その道路の

交通上や防犯上の重要性、歩行者・交通量の多少あるいは周辺環境の明るさ、照明にかけら

れるコストなど、個々の状況によって照明の設置者が適宜選択する。 

写真Ⅱ.103  

遊歩道沿いの街灯に設置された

防犯カメラ 
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駆け込むことができるような施設が近くに立地している。 

立地Ｂ④：地域の美観や秩序が維持されている 

テーマ(12) 防犯性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 地域に犯罪の拠点となるおそれのある管理不全（ドアが破損している、窓ガラスが割れているな

ど出入りが自由であるなど）の空き家や空き施設等がない。 

○ 地域の空き地は雑草等が繁茂しておらず、フェンスを設け出入り口が限定されるなど高い領域性

が確保されている。また、空き地や駐車場は周辺の住宅や道路からの見通しが確保されている。 

○ 地域に落書きがない、地域の清掃活動が定期的に行われているなど、地域の美観や秩序が維持さ

れている。 

 

立地Ｃ：災害安全性 

立地Ｃ①：地盤の安全性が高い地域である 

テーマ(15) 災害安全性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 活断層の上に立地していない。 

○ 埋立地など地盤が軟らかい地域に立地していない。埋立地の場合は、硬い支持地盤まで杭が打た

れているなど、必要な耐震対策が講じられている。 

立地Ｃ②：水害や土砂災害に対する安全性が高い地域である 

テーマ(15) 災害安全性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 地震、台風や豪雨の際に洪水や浸水の危険性の少ない地域に立地している。 

○ 地震、台風や豪雨の際に土砂災害の危険性の少ない地域に立地している。 
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4－2 子育ちの環境 

立地Ｄ：祖父母の家 

立地Ｄ：祖父母の家が近くにある 

テーマ(29) 祖父母等と交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生低学年】 

○ 祖父母の家が近くにあるなど、子どもと祖父母が互いに交流しやすい環境にある。 

 

 

 

立地Ｅ：子育て・子育ち支援拠点 

立地Ｅ：子育て世帯の交流できる施設の利便性が高い 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 地域の身近な場所（子育て支援センター、公共施設、店舗、公民館、児童館等）に、子育て世帯

が交流し、子育て・子育ちに係る様々な情報を得られる地域子育て拠点（地域子育て支援拠点、

子育てサロン、つどいの広場等）があるなど、利便性が高い。 

 

 

 

立地Ｆ：保育所・認定こども園 

立地Ｆ：保育施設が近くにあり、入りやすいなど利便性が高い 

テーマ(32) 保育所等の保育施設の利便性が高い 【乳児期～幼児後期】 

○ 保育所（認可保育所、認可外保育施設、小規模保育施設等）や認定保育園 が家の近く又は最寄

り駅の近くなどの通勤ルート上に一つ以上あり、入所しやすいなど利便性が高い。 

 

 

○ 地域に夜間保育をしている保育所がある。 

○ また、保育所の代替機能として、地域に家庭的保育事業による「保育ママ」など、地域に密着し

た小規模保育施設がある（写真Ⅱ.104、写真Ⅱ.105）。 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 400ｍ未満（徒歩 5 分以内）／800m 未満／1200m 以内 等 

＜参考＞ 400ｍ未満（徒歩 5 分以内）／800m 未満／1200m 以内 等 

＜参考＞ 2km 以内／片道 15 分以内／同一市町村内／同一又は隣接市町村内 等 

 

 

写真Ⅱ.105  

「保育ママ」による自宅を用いた

保育室 

写真Ⅱ.104  

地域の住宅を改修して設置された

小規模保育室 
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立地Ｇ：幼稚園 

立地Ｇ：幼稚園が近くにあるなど利便性が高い 

テーマ(33) 幼稚園等の幼児教育施設の利便性が高い 【幼児後期】 

○ 幼稚園や認定こども園が近くにある。また、家の近くまで送迎の通園バスが来るなど、利便性が

高い。 

 

 

 

立地Ｈ：小・中学校 

立地Ｈ：小・中学校が近くにある 

テーマ(34) 小・中学校等の教育施設の利便性が高い 【小学生低学年～中学生】 

○ 公立の小学校、中学校が近くにあるなど、子どもの通学が便利である。 

 

 

 

立地Ｉ：学童保育施設 

立地Ｉ：学童保育施設が地域にあり、利便性が高い 

テーマ(34) 小・中学校等の教育施設の利便性が高い  

【小学生低学年～小学生高学年】 

○ 親など保護者が日中家庭にいない小学生の放課後（土曜日、

春・夏・冬休み等の学校休業中は一日）の生活の場として、

学童保育施設（学童クラブ、放課後児童クラブ、学童保育

所等の名称）が地域にある。 

○ 学童保育施設は、学校内や地域の公共施設内にあるなど、

子どもにとって利便性が高い（写真Ⅱ.106）。 

 

立地Ｊ：図書館 

立地Ｊ：図書館が地域にあり、利便性が高い 

テーマ(34) 小・中学校等の教育施設の利便性が高い 【幼児前期～中学生】 

○ 図書館が近くにあるなど、利便性が高い。 

 

 

○ 幼児と親を主対象とした子ども図書館、又は図書館内にその機能があることが望ましい。 

○ 図書館が近くにない地域では、自動車図書館が定期的に運行されている。 

＜参考＞ 400ｍ未満（徒歩 5 分以内）／800m 未満／1200m 以内 等 

＜参考＞ 400ｍ未満（徒歩 5 分以内）／800m 未満／1200m 以内 等 

＜参考＞ 400ｍ未満（徒歩 5 分以内）／800m 未満／1200m 以内 等 

写真Ⅱ106  

地域の集会所を改修して整備された

学童保育施設 
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立地Ｋ：習いごと教室 

立地Ｋ：地域に様々な子どもの習いごと教室があり、利便性が高い 

テーマ(33) 幼稚園等の幼児教育施設の利便性が高い 【幼児後期】 

○ 幼児向けの様々な種類の習いごと教室が近くにあるなど、利便性が高い。 

テーマ(34) 小・中学校等の教育施設の利便性が高い 【小学生低学年～中学生】 

○ 小・中学生向けの様々な種類の習いごと教室が近くにあるなど、利便性が高い。 

 

立地Ｌ：教育上ふさわしくない施設 

立地Ｌ：地域に子どもの教育上ふさわしくない施設が立地していない 

テーマ(35) 子どもの教育上ふさわしくない施設が近くにない 【幼児後期～中学生】 

○ 居住する地域や通学路などに、子どもの教育上ふさわしくない施設が立地していない。 

 

立地Ｍ：公園・広場等 

立地Ｍ：地域に子どもが安心してのびのび遊べる公園等がある 

テーマ(36) 子どもがのびのびと遊べる公園・施設等の利便性が高い 【全般】 

［公園・広場の近接］ 

○ 乳児を安心して遊ばせたり、幼児や小学生などが安心して遊んだりできる公園や広場（以下「公

園等」という。）が近くにある（写真Ⅱ.107、写真Ⅱ.108）。 

○ また、様々な年齢の子どもが安心してのびのびと遊べる公園等が近くにある（写真Ⅱ.109）。 

○ 子どもが自然に触れられるような大規模な公園、川や森林等が近くにある。 

 

 

［公園・広場の機能］ 

○ 乳幼児や小学生等が日常的に利用する公園は、次のような機能を備えている。 

ⅰ）公園の遊具は、幼児や小学生など多様な年齢の子どもにとって魅力的である一方で、安全性に

配慮されている。 

ⅱ）砂場や砂場遊びなどで汚れた手などの洗い場が設けられている。 

ⅲ）ベンチやパーゴラ等の緑陰スペースが設けられている。 

ⅳ）植栽や花壇等により緑化が推進されている。 

写真Ⅱ.108  

小学生等が自由に遊べる公園 

写真Ⅱ.109 様々な年齢の子ども遊べる 

広い芝生広場のある公園 

写真Ⅱ.107  

身近な場所にある幼児等 
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ⅴ）子どもが利用しやすいトイレが設置されている。 

○ また、地域に、子どもがのびのびと走り回れる芝生等が配置された広場や、ボール遊びができる

など子どもが成長しても利用できる広場がある。 

○ 公園等のまわりには、遊歩道（歩行者専用道）が整備されているなど、交通安全面だけでなく、

親子や子どもどうしが散歩を楽しむことのできる環境が確保されている。 

［防犯安全性］ 

○ 公園等は、次のような観点から防犯安全性が確保されている。 

ⅰ）周囲の道路や住宅地から公園等の内部の視認性が確保されている（樹木の茂みで見通しが妨げ

られておらず、死角がない。公園の境界は見通しの良いフェンスや植栽等で構成されている等）。 

ⅱ）公園の入り口部分はカラー舗装が設置されているなど、公園の領域性を高め、犯罪者が足を踏

み入れにくい空間となっている。 

ⅲ）屋外灯が設置され、曇天日や薄暗くなっても人の行動を確認できる明るさが確保されている。 

ⅳ）犯罪抑止に効果的な防犯カメラが設置されている。 

ⅴ）トイレは公園の入り口の近くなど、周辺からの見通しが確保され死角になりにくい位置に設け

られている。 

ⅵ）トイレの入り口及び内部は人の顔や行動を確認できる明るさを確保し、各個室内に防犯ベル等

を設置する。 

 

 

 

 

 

［交通安全性］ 

○ 子どもの遊び場となる公園・広場は、交通量の多い幹線道路等に面していない。 

○ 周辺に交通量の多い幹線道路等がある場合には、ベビーカーや子どもが安全に利用できる、十分

な幅員のある歩道が整備されている。 

 

立地Ｎ：児童館・子育てひろば等 

立地Ｎ：地域に児童館・子育てひろば等があり、利便性が高い 

テーマ(36) 子どもがのびのびと遊べる公園・施設等の利便性が高い 【全般】 

○ 子どもに様々な遊びの場を提供する、児童館、子育てひろ

ばや、子どもが運動等をできる体育施設（学校施設以外の

体育館等）が近くにあるなど、利便性が高い（写真Ⅱ.110）。 

○ 児童館は、小型児童館、児童センターなど、小学生（児童）

から中高生までが利用できる施設が充実していることが 

望ましい。 

                         

＜照度に関する参考＞ 

［安全・安心まちづくり推進要綱（平成 26 年 8 月 28 日改正・警察庁生活安全局長）］ 

・「人の顔及び行動を明確に識別できる」ためには、10 メートル先の人の顔及び行動が明確に

識別できることを前提とすると、平均水平面照度がおおむね 50 ルクス以上必要。 

写真Ⅱ.110  

地域の商店街（子どもを見守る商店街）

にある児童館 
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4－3 生活の環境 

立地Ｏ：公共交通機関 

立地Ｏ：鉄道駅やバス停が近くにあり、利便性が高い 

テーマ(46) 子どもを連れて公共交通機関で外出がしやすい 【全般】 

○ 子どもを連れて公共交通機関で外出がしやすいよう、また、子どもが公共交通機関を利用するこ

とで社会的な経験を得ることが可能なよう、最寄りの鉄道駅やバス停が近い。 

 

 

○ また、鉄道やバスの便数が多いなど、公共交通機関の利便性が高い。 

○ 最寄りの鉄道駅やバス停までの間には、円滑な移動の妨げとなる急な坂や長い階段などがない。 

 

立地Ｐ：医療機関 

立地Ｐ：医療機関が近くにあり、利便性が高い 

テーマ(48) 医療機関の利便性が高い 【乳児期～小学生低学年】 

○ 子どもがよく利用する専科（小児科、耳鼻科、眼科、皮膚科等）の医療機関が家の近くにあるな

ど、利便性が高い。 

○ 夜間の突然の発熱など緊急時に往診してくれる、24 時間診療対応等の医療機関が近くにあるな

ど、利便性が高い。 

 

立地Ｑ：買い物施設等 

立地Ｑ：買い物施設や生活施設の利便性が近くにあり、利便性が高い 

テーマ(49) 食料品・日用品等の買い物施設や生活施設の利便性が高い 【全般】 

○ スーパーマーケット、ドラッグストアなど、食料品・日用品の買い物施設が家の近くにあるなど、

利便性が高い。ベビーカーを押して買い物に出かける場合もあるため、宅配サービスをしている

様々な種類の店舗が家の近くにある。 

○ また、家の近くに小さな子どもづれで気軽に入れる様々な飲食店等がある。 

○ さらに、銀行・郵便局等の金融機関が家の近くにあるなど、利便性が高い。 

 

立地Ｒ：通勤 

立地Ｒ：通勤時間が短いなど、通勤の利便性が高い 

テーマ(52) 通勤の利便性が高い 【全般】 

○ 勤務先まで自転車や徒歩で通勤できるなど、職住近接している。 

○ 通勤に鉄道を利用する場合、乗り換えがしやすい、短時間で通勤できるなど、利便性が高い。 

○ 車で通勤する場合も、通勤時間が短いなど、利便性が高い。 

＜参考＞ 400ｍ未満（徒歩 5 分以内）／800m 未満／1200m 以内 等 
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【空間・要素５】 コミュニティ・地域活動（戸建住宅・共同住宅） 

 

活動Ａ：子育て世帯の交流 

活動Ａ①：地域住民が主体となった子育て世帯の交流イベントが実施されている 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 子育て世帯向けの共同住宅の管理会社等の主催により、共同住宅内の集会室やキッズルームを用

いた、子育て世帯の交流のための様々なイベント（ひな祭り、お花見、七夕、バーベキュー大会、

ハロウィーン、クリスマス会、餅つき大会等の季節の行事等）が定期的に実施されている。なお、

共同住宅の居住者だけでなく、地域の親子にも開かれたイベントとすることが望ましい。 

○ また、地域の町内会・自治会、PTA、NPO 等の地域住民の主催により、地域の公民館や集会所等

において、子育て世帯の交流のための様々なイベントが定期的に実施されている。 

 

活動Ａ②：子育てサークルの活動が充実している 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 地域に、子育て中の親などによる自主的な育児・保育等の子育てサークル活動があり、活動の内

容が充実している。 

 

活動Ｂ：多世代の交流 

活動Ｂ：子どもが参加できる多世代交流のイベントや地域の祭りがある 

テーマ(28) 地域の多様な世代の人と交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 地域住民が主体となった、多様な世代の地域住民が交流できるイベントなどがある。 

ⅰ）町内会・自治会、PTA、NPO 等の主催により、子どもが参加でき、地域の高齢者などとの交流

ができるイベント（昔の遊び教室などの世代間のふれあい活動等）が実施されている。 

ⅱ）町内会・自治会等の主催により、子どもが参加しての地域清掃活動等が定期的に行われている。 

○ 地域に様々な世代が参加できる祭り・盆踊りなどがある。 

 

活動Ｃ：交通安全パトロール 

活動Ｃ：地域住民による交通安全活動が活発である 

テーマ(11) 交通安全性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 登下校時など、地域住民（PTA、シニアボランティア等）による学校周辺や地域の交通安全パト

ロールが行われている。 

○ 町内会・自治会、PTA、NPO 等で構成される団体等による、通学路の安全点検、危険箇所の集約

及び関係機関への改善要請、交通安全教室の開催等の活動が行われている。 

○ また、子どもの参加による地域の交通安全に関するワークショップの開催等を通じて、地域の「交
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通安全マップ」が作成されている。また、その内容について子どもなどへの理解・普及の取組み

が行われている。 

 

活動Ｄ：地域防犯活動 

活動Ｄ：地域住民による防犯活動が活発である 

テーマ(12) 防犯性の高い地域に立地している 【全般】 

○ 地域ぐるみで、次のような、犯罪を防止するための対策が講じられている。 

ⅰ）地域ぐるみ（PTA、シニアボランティア等）での子どもの見守り・地域の防犯パトロール等の

防犯活動が行われている。 

ⅱ）共同住宅の住民の間や、地域の人々の間で、あいさつや見かけない人への声かけなどが行われ

ている。 

ⅲ）地域ぐるみで、一戸一灯運動、ライトアップ作戦等が行われている。 

ⅳ）地域でまちの環境美化運動が行われており、地域の道路や公園等の見通しの確保など適切な維

持管理が行われている。 

ⅴ）住宅敷地内の美化（花いっぱい運動等）によるきれいな街なみの形成等の取組みが行われてい

る。また、地域に放置された空き地・空き家がない（空き地・空き家の適切な管理がされている）。 

○ また、町内会・自治会、PTA、NPO 等の主催で子どもの参加による地域の防犯に関するワークシ

ョップの開催等を通じて、「防犯安全マップ」が作成されている。また、その内容について子ども

への理解・普及の取組みが行われている。 

○ さらに、地域において、「子ども 110 番の家」の活動が行われている。また、「子ども 110 番の

家」の存在やイザという時の駆け込み等について、子どもへの理解・普及の取組みが行われてい

る。 

 

活動Ｅ：地域防災活動 

活動Ｅ：地域ぐるみの防災訓練・避難訓練が定期的に行われている 

テーマ(13) 災害時の避難経路の安全を確保する 【全般】 

○ 町内会・自治会等の主催により、子どもの参加による地域ぐるみの防災訓練や指定緊急避難場所

までの避難訓練等が定期的に開催されている。 

○ 活動を通じて、指定緊急避難場所の所在地や避難ルート等について、子どもへの理解・普及の取

組みが行われている。 

 

活動Ｆ：地域コミュニティ 

活動Ｆ①：地域で子どもの成長を見守る豊かなコミュニティが醸成されている 

テーマ(28) 地域の多様な世代の人と交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 上記のＡ～Ｅのような様々な活動や地域での多世代の交流等を通じて、子どもが日常的に生活す
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る地域において、子どもの成長や日々の安全を地域で見守るというような環境や良好なコミュニ

ティが醸成されている。 

 

活動Ｆ②：隣近所で生活音を許容できるコミュニティが醸成されている 

テーマ(38) 生活音を許容できるコミュニティを育む 【乳児期～小学生低学年】 

○ 周辺の子育て世帯や様々な世代との交流を通じて、上下階や両隣の居住者などの間で、子どもの

生活音を許容したり、問題が生じた場合に冷静な話し合いをしたりできるような、良好なコミュ

ニティが醸成されている。 

 

活動Ｇ：友人・知人 

活動Ｇ：頼りになる気心の知れた友人・知人が近くにいる 

テーマ(51) 気心の知れた友人・知人が近くにいる 【全般】 

○ 親が息抜きをしたいときや急用ができたときなどに子どもを預けられる、頼りになる友人・知人

（ママ友など）が近くにいる。 

○ 親が自分の時間を一緒に楽しんだりできる、気心の知れた友人・知人（ママ友など）が近くに

いる。 
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【空間・要素６】 子育て・子育ち支援サービス（戸建住宅・共同住宅） 

 

サービスＡ：子育て世帯の交流 

サービスＡ①：子育て世帯の交流の場が定期的に提供されている 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 地域の身近な場所（子育て支援センター、公共施設、空き店舗、公民館、保育所、児童館等）に

おいて、子育て世帯が交流し、親睦を深めたり、様々な子育てに係る情報を得られたりする場や

機会（地域子育て支援拠点、子育てサロン、つどいの広場等）が定期的に提供されている。 

サービスＡ②：子育てサークルの活動等に対する支援が充実している 

テーマ(27) 子育て世帯どうしが交流しやすい環境にある 【乳児期～小学生高学年】 

○ 子育て中の親による自主的な子育てサークル活動等に対する行政の支援が充実している。 

○ 行政のホームページ、担当部署の窓口、子育て世帯の交流の場等において、自主的な子育てサー

クルの活動についての情報提供が行われている。 

 

サービスＢ：子育て相談 

サービスＢ：子育て相談サービスが充実している 

テーマ(30) 地域の子育て相談サービス等が充実している 【乳児期～幼児後期】 

○ 地域において、次のような、行政等による子育てに関する電話や面談による相談サービスが行わ

れている。 

ⅰ）役所、市町村会館、保健センター、地域子育て支援拠点、子育て支援センター等における直

接的な育児相談・育児教育サービス 

ⅱ）子育て等の電話相談実施団体と連携した育児相談サービス 

ⅲ）保健センターや自治体指定の医療機関と連携した健康相談サービス 

ⅳ）保健師の訪問による相談サービス（健康状態のチェック、育児相談、食生活・母乳の指導、

母子保健・児童手当等の情報提供等） 

ⅴ）地域の保育施設（保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、認定こども園等）の情報提供 

ⅵ）子育て・子育ち支援サービスの情報提供 

○ 相談サービスは、育児相談、乳幼児健康相談、栄養相談（母乳相談・離乳食相談）、歯科相談など

内容が多岐にわたり、また、休日も含めて日常的に相談が受けられるなど、内容が充実している。 

○ また、子育て世帯向けの共同住宅の場合、住宅内の集会室やキッズルルームにおいて、行政と連

携した子育て相談会などが開催されている。なお、相談会は、当該住宅の住民だけではなく、周

辺の子育て親子（事前登録した者など）にも開かれた開催とすることが望ましい。 
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サービスＣ：子どもの預かり 

サービスＣ：子どもの託児サービスが充実している 

テーマ(31) 子どもの一時預かり等の支援サービスが充実している 【乳児期～幼児後期】 

○ 地域に公共又は民間の様々な託児サービスが充実してお

り、利便性が高い（写真Ⅱ.111）。 

○ 親の勤務の都合や傷病、事故、出産、冠婚葬祭等で、家庭

で育児を行うことが困難な場合について、子どもを一時的

に預かってくれるサービスが充実している。 

○ 地域にファミリーサポートセンターなどがあり、子どもの

一時的な預かりや保育園への送り迎えなど、「子育ての手

助けをして欲しい人」と「子育てのお手伝いをしたい人」

のニーズをマッチングさせ、地域で子どもを育児する取組

み（預け・預かり合う事業）などが充実している。 

○ また、子育て世帯向けの共同住宅の場合、保育や子育ての専門資格（保育士、子育て支援員等）

を持つ管理人等による子どもの一時預かりサービスがある。 

 

サービスＤ：子育て・子育ち支援施設の供給促進 

サービスＤ：子育て・子育ち支援施設の供給が促進されている 

テーマ(32) 保育所等の保育施設の利便性が高い 【乳児期～幼児後期】 

テーマ(33) 幼稚園等の幼児教育施設の利便性が高い 【幼児後期】 

テーマ(34) 小・中学校等の教育施設の利便性が高い 【小学生低学年～中学生】 

テーマ(36) 子どもがのびのびと遊べる公園・施設等の利便性が高い 【全般】 

○ 子育て・子育ちに必要なサービスを受けるための各種の子育て・子育ち支援施設（認可保育所、

認可外保育施設、小規模保育施設、幼稚園、認定こども園、学童保育施設、地域子育て支援拠点、

子育てサロン、つどいの広場、児童館等）の地域での利便性が高まるよう、行政等の公的機関に

よる供給推進や、民間による供給を促進するための行政等の支援が行われている。 

 

サービスＥ：各種サービスの情報提供 

サービスＥ：子育て・子育ち支援情報の提供体制が充実している 

テーマ(30) 地域の子育て相談サービス等が充実している 【乳児期～幼児後期】 

○ 上記のＡ～Ｄのような各種の子育て・子育ち支援サービスの実施や各種の子育て・子育ち支援施

設についての情報が、地域の子育て世帯に的確に伝わるようしくみが構築されている。 

○ 行政のホームページ、担当部署や各種の公的機関の窓口、子育て世帯がよく利用する買い物施設

や医療機関の受付等、地域の掲示板・回覧板など、様々な媒体を通じた行政情報の提供のしくみ

が充実している。 

写真Ⅱ.111  

住宅地内にある託児サービス（保育

園・幼稚園の送迎ステーション等）の

提供の場 




